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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

福
祉
・
医
療

保　
健

①「いのちの電話について」 
■日２月19日（木）　■師川尻
正之氏（北九州いのちの
電話事務局長）
②「こころの健康とスト
レスケアについて」
■日２月19日（木）　■師古橋
啓介氏（福岡県立大学名
誉教授）
③「うつ病と自殺」
■日３月５日（木）　■師小嶋
秀幹氏（福岡県立大学教授）

▽いずれも午後２時～４時
■共■所勝山公民館　■共■定70
人　■共■申２月13日（金）まで
に、電話で成人保健課へ。
■問成人保健課
� （☎231-1419）

市民こころの健康講座

掛
か
り
付
け
の
医
療
機
関
が
な
い
場
合

は
、
保
健
医
療
課
へ
相
談
を
。

■問
保
健
医
療
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

胸
部
健
康
診
断

　
今
年
度
の
胸
部
健
康
診

断
は
２
月
ま
で
で
す
。
未

受
診
の
方
は
今
月
中
に
受

診
し
ま
し
ょ
う
。

■対
市
内
在
住
の
４０
歳
以
上
で
胸
部
健
康

診
断
を
受
け
る
機
会
の
な
い
方　
■日
▽

２
月
５
・
９
・
１３
・
１７
・
２７
日
＝
午
前

９
時
３０
分
～
１１
時　
▽
２
月
２
・
４
・

１６
・
１９
・
２４
日
＝
午
後
１
時
３０
分
～
３

時　
■所
市
役
所
本
庁
舎
新
館
３
階　
■内

検
査
方
法
＝
胸
部
Ｘ
線
撮
影　
※
無
地

の
Ｔ
シ
ャ
ツ
か
肌
着
１
枚
は
着
用
可　

※
検
査
結
果
は
１
カ
月
～
２
カ
月
後
に

郵
送
で
通
知

■問
保
健
医
療
課（
☎
２３１-

１
５
３
０
）

食
品
衛
生
責
任
者
養
成
講
習
会

　
飲
食
店
な
ど
の
食
品
営

業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の

資
格
が
必
要
で
す
。
※
食

品
営
業
を
行
わ
な
い
方
も
受
講
可

■日
■所
①
２
月
２４
日（
火
）＝
川
棚
公
民
館 

②
３
月
４
日（
水
）＝
勤
労
福
祉
会
館（
幸

町
）　
■定
①
３０
人
、
②
７０
人　
■料
各
７
０ 

０
０
円　
■申
①
２
月
１７
日（
火
）ま
で
、

②
２
月
２５
日（
水
）ま
で
。
申
込
書
は
、

①
下
関
市
食
品
衛
生
協
会
豊
浦
支
部（
☎

７７５-

２
０
６
４
）、
②
下
関
市
食
品
衛
生

協
会（
☎
２３１-

３
３
３
５
）へ
請
求
を
。

■問
生
活
衛
生
課（
☎
２３１-

１
９
３
６
）

認
知
症
相
談
会

■日
■所
①
２
月
１８
日（
水
）＝
菊
川
保
健
セ

ン
タ
ー（
☎
２８７-
２
１
７
１
）、
②
２
月
２６

日（
木
）＝
彦
島
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２６６-

０
１
１
１
）、
③
２
月
２６
日（
木
）＝
豊
北

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
☎
７８２-
１
９
６
２
）

■定
各
３
人（
先
着
順
）　
■申
直
接
か
電
話

で
、
各
会
場
へ
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
９
３
５
）

特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成
に

一
部
変
更
が
あ
り
ま
す

■対
市
内
在
住
で
、
平
成
２６

年
４
月
以
降
に
不
妊
治
療

を
受
け
て
い
る
戸
籍
上
の

夫
婦（
夫
婦
合
算
の
前
年
度
の
所
得
金
額

〈
控
除
後
〉が
７３０
万
円
未
満
の
場
合
）

●
特
定
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
外

の
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）

▼
平
成
２６
年
度
以
降
、
新
た
に
助
成
制

度
を
利
用
す
る
方
の
う
ち
、
初
め
て
助

成
を
受
け
る
際
の
治
療
開
始
時
の
妻
の

年
齢
が
４０
歳
未
満
の
場
合
＝
年
間
助
成

回
数
の
限
度
は
廃
止
さ
れ
、
通
算
助
成

回
数
は
６
回
ま
で
と
な
り
ま
す
。

▼
平
成
２５
年
度
ま
で
に
助
成
制
度
を
利

用
し
た
方
と
、
平
成
２６
年
度
以
降
、
新

た
に
助
成
制
度
を
利
用
す
る
方
の
う
ち
、 

初
め
て
助
成
を
受
け
る
際
の
治
療
開
始

時
の
妻
の
年
齢
が
４０
歳
以
上
の
方
の
場

合
＝
現
行
制
度
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
現
行
制
度
＝
■内
１
回
の
治
療
に
つ
き

上
限
１５
万
円（
治
療
ス
テ
ー
ジ「
Ｃ
」「
Ｆ
」

は
１
回
の
治
療
に
つ
き
上
限
７
万
５
０ 

０
０
円
）を
初
年
度
目
に
限
り
３
回
ま
で
。

２
年
度
目
以
降
は
１
年
度
２
回
ま
で
。

通
算
５
年
間（
１０
回
を
超
え
な
い
）。
詳

細
は
、
厚
生
労
働
省
の
通
算
助
成
回
数

早
見
表
で
確
認
を
。

●
一
般
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
の

自
己
負
担
分
）助
成
制
度
・
人
工
授
精
費

（
健
康
保
険
適
用
外
）助
成
制
度
は
、
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

■共
■申
３
月
３１
日（
火
）ま
で
に
、
成
人
保

健
課
、
菊
川
・
豊
田
・
豊
浦
・
豊
北
・

彦
島
・
山
陽
・
新
下
関
の
各
保
健（
福
祉
）

セ
ン
タ
ー
へ
。
※
申
請
書
な
ど
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
を

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-
１
４
４
６
）

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の

定
期
予
防
接
種

●
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症

■対
成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
予
防 

接
種
歴
が
な
い
方
で
、
次
に
該
当
す
る 

方　
①
平
成
２６
年
度
に
、
６５
・
７０
・
７５
・ 

８０
・
８５
・
９０
・
９５
・
１００
歳
と
な
る
方
、

平
成
２６
年
３
月
３１
日
で
１００
歳
以
上
の
方

②
６０
歳
以
上
６４
歳
ま
で
の
心
臓
・
腎
臓
・ 

呼
吸
器
に
障
害（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

程
度
）の
あ
る
方　
■期
３
月
３１
日（
火
）ま

で　
■料
２
７
５
０
円　
※
生
活
保
護
受

給
者
は
無
料　
■持
生
活
保
護
受
給
者
は

生
活
保
護
受
給
者
証
、
６０
歳
以
上
６４
歳

ま
で
の
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
に
障
害

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）の
あ
る

方
は
、
身
体
障
害
者
手
帳　
■申
掛
か
り

付
け
の
医
療
機
関
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

乳
が
ん
・
子
宮
け
い
が
ん
・
大
腸
が
ん
・

前
立
腺
が
ん
検
診
は
お
済
み
で
す
か
？

　
乳
が
ん
・
子
宮
け
い
が
ん
・
大
腸
が

ん
・
前
立
腺
が
ん
検
診
を
無
料
で
受
診

で
き
る
ク
ー
ポ
ン
券
を
、
昨
年
６
月
に

対
象
年
齢
の
方
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

使
用
期
限
は
３
月
３１
日（
火
）で
す
。
年

度
末
は
検
診
希
望
者
が
集
中
し
、
受
診

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
の
受
診
を
。
検
診
日
は
各
協
力
医
療

機
関
に
必
ず
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
９
３
５
）

福
祉・医
療

児
童
虐
待
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

　
全
国
的
に
児
童
虐
待
件

数
は
増
加
し
て
お
り
、
山

口
県
内
で
も
同
様
の
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
児
童
虐
待
を
防
止
す
る

た
め
に
は
、
地
域
社
会
全
体
で
虐
待
の

サ
イ
ン
を
見
逃
さ
ず
に
早
期
発
見
、
早

期
対
応
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。「
も

し
か
し
た
ら
虐
待
で
は
」と
思
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
連
絡
を
！　
連
絡
者
の
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
連
絡
先
＝
下
関
児
童
相
談
所（
☎
２２３-

３
１
９
１
、
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ

イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０-

０６４-

０００
）、
市
こ
ど

も
保
健
課
／
家
庭
児
童
相
談
室（
☎
２３１-

１
９
８
０
）

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
３
２
）

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
を
交
付
し
ま
す

　
所
得
税
法
・
地
方
税
法
上
の
障
害
者

控
除
対
象
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定
書
を

交
付
し
ま
す
。

■対
平
成
２６
年
１２
月
３１
日
現
在
、
精
神
や

身
体
に
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
を
持
っ
て
い
な
い
６５
歳
以
上
の

高
齢
者
の
う
ち
、
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
や
寝
た
き
り
の
方

で
基
準
に
該
当
す
る
方　
■持
介
護
保
険

被
保
険
者
証
、
印
鑑　
※
親
族
の
方
が

申
請
す
る
場
合
、
親
族
の
方
の
印
鑑
、
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

福
祉
・
医
療

保　
健

身
分
証
明
書
も
必
要　
■申
い
き
い
き
支

援
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本

庁
の
各
支
所
へ
。

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
２
）

入
院
時
の
食
事
代
が
安
く
な
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

が
入
院
し
た
と
き
、
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
食
事
代
が
安
く
な
り
ま
す
。

■料
本
人
負
担
額　
▽
市
民
税
非
課
税
世

帯
＝
１
食
２１０
円　
▽
７０
歳
以
上
の
方
で

自
己
負
担
区
分
が
低
所
得
Ⅰ
の
方
＝
１

食
１００
円（
減
額
認
定
証
の
交
付
手
続
き
が

必
要
）　
■持
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑　

■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
料
は

必
ず
納
期
限
ま
で
に

　
皆
さ
ん
が
病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け

た
と
き
の
医
療
費
は
、
一
人
ひ
と
り
の

保
険
料
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
別 

な
事
情
な
く
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
、

有
効
期
限
が
通
常
よ
り
短
い
被
保
険
者

証（
短
期
被
保
険
者
証
）や
、
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
る
被
保
険
者
資
格

証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
保
険
料
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早

め
に
窓
口
へ
相
談
を
。

■問
保
険
年
金
課　
（
☎
２３１-

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
２５
年
３

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証　
■申
介
護
保
険
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各

支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

　
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
か
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
、 

１
年
間（
原
則
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
）

に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
定
め
ら
れ
た

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に

よ
り
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
対
象
者
に
は
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
お
知
ら
せ
が
届
い
た
場
合
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
該
当
期
間
に
市
町

村
を
越
え
る
転
居
を
さ
れ
た
方
や
、
加

入
医
療
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
方
は
案

内
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、介

護
保
険
課（
☎
２３１-

１
１
３
９
）、
山
口

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
☎
０８３- 

９２１-

７
１
１
３
）

国
民
健
康
保
険
の
た
め
の

所
得
な
ど
の
申
告
を

　
平
成
２７
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
・
資
格

の
確
認
を
す
る
た
め
、
平

成
２６
年
中
の
所
得
な
ど
の
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
国
保
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
１
月
下
旬
に
申

告
書
を
送
付
し
ま
す
。
※
申
告
書
が
届

か
な
い
世
帯
も
、
今
年
、
所
得
税
の
確

定
申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
な

い
場
合
は
、
国
保
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す

■期
２
月
１６
日
～
３
月
１６
日　
■申
保
険
年

金
課
、各
総
合
支
所
、本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
年
金
保
険
料
は

お
得
な
２
年
前
納
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
は
、
口

座
振
替
に
よ
る
２
年
前
納（
４
月
～
翌
々

年
３
月
分
）が
最
も
お
得
で
す
。

　
他
に
も
１
年
前
納（
４
月
～
翌
年
３
月
）、

６
カ
月
前
納（
４
月
～
９
月
分
、
１０
月
～

翌
年
３
月
分
）、
早
割（
納
付
期
限
よ
り

も
１
カ
月
早
く
納
付
）が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
２７
年
４
月
分
か
ら
の
口
座
振
替

の
新
規
利
用
や
区
分
変
更
は
、
２
月
２７

日（
金
）ま
で
に
下
関
年
金
事
務
所
か
口

座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
前
納
の
口
座
振

替
日
は
４
月
３０
日（
木
）で
す
。

【
割
引
額
】（
平
成
２６
年
度
の
金
額
。
平
成

２７
年
度
の
割
引
額
は
多
少
変
更
予
定
）

▽
２
年
前
納
＝
１
万
４
８
０
０
円　
▽

１
年
前
納
＝
口
座
振
替
３
８
４
０
円
、

現
金
３
２
５
０
円　
▽
６
カ
月
前
納
＝

口
座
振
替
１
０
４
０
円
、
現
金
７４０
円　

▽
早
割
＝
毎
月
５０
円　
※
早
割
と
２
年

前
納
は
口
座
振
替
の
み
可

■問
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎

０
５
７
０-

０１１-

０５０
）、
下
関
年
金
事
務
所

（
☎
２３８-

０
０
７
１
）、
保
険
年
金
課（
☎

２３１-

１
９
３
１
）

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食
事

代
等
減
額
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院

時
の
食
事
代
が
安
く
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
申
請
月
以
前
の
入

院
や
申
請
月
内
で
も
既
に

退
院
さ
れ
た
場
合
に
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
請
を
。

■内
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
～
平
成

２７
年
７
月
３１
日　
■持
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
年
金
証
書（
老
齢

福
祉
年
金
受
給
者
の
み
）、
過
去
１
年
間

の
入
院
領
収
書　
■申
保
険
年
金
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支

所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

高
齢
者
等
住
宅
資
金
融
資

■対
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
金
融
機
関
の

審
査
基
準
を
満
た
す
①
か
②
に
該
当
す

る
方　
①
６０
歳
以
上
の
方　
②
障
害
者

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
４
級
か
療
育

手
帳
Ａ
）の
方　
※
①
②
の
同
居（
予
定

も
含
む
）の
親
族
も
可　
※
そ
の
他
条
件

あ
り
。
問
い
合
わ
せ
を　
■内
▽
対
象
工

事
＝
高
齢
者
や
障
害
者
に
配
慮
し
た
住

宅
の
新
築
、
専
用
居
室
や
利

用
に
適
し
た
浴
室
・
ト
イ
レ

な
ど
を
増
築
・
改
築
・
改
造

す
る
工
事
、
玄
関
か
ら
道
路

ま
で
の
通
路
な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

工
事
、
こ
れ
ら
の
工
事
に
伴
う
用
地
取

得　
※
修
繕
目
的
の
工
事
と
融
資
予
定

通
知
前
に
着
工
し
た
場
合
は
対
象
外　

▽
融
資
額
＝
３０
万
円
～
４００
万
円　
▽
融

資
利
率
＝
年
３
・
９
％（
う
ち
保
証
料
率
２ 

％
）か
年
３
・
２５
％（
う
ち
保
証
料
率
１
・

３５
％
）※
ど
ち
ら
も
固
定
金
利
。
取
扱
金

融
機
関
に
よ
り
異
な
る　
▽
融
資
期
間

＝
１０
年
以
内　
▽
返
還
方
法
＝
元
利
均

等
月
賦
償
還　
※
連
帯
保
証
人
が
１
人

必
要　
※
予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了

■持
住
民
票
、
所
得
証
明
書
、
土
地
・
建

物
の
登
記
簿
、
工
事
見
積
書
、
図
面
な

ど　
■申
直
接
、
福
祉
政
策
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
へ
必
要
書
類
の
提
出
を
。

■問
福
祉
政
策
課（
☎
２３１-

１
７
２
３
）、
各
総 

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７- 

４
０
０
６
）　

▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
４ 

７
）　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
０
）　
▽

豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
３
）


